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和歌山県内で10万戸。









2017年5月、兵庫県内の空き家になっている2階建て集合住宅で、近隣女性が
「不審な男が空き家に出入りしている。」と110番通報。さらにその女性が「2
～3日前から変な臭いがしている。」と話したことから、空き家を捜索したと
ころ、性別、身元が不明の遺体が発見された。付近の捜索で容疑者の男が逮捕
された。





（兵庫県内：老朽化による空き家の自然倒壊）





「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、
　①そのまま放置すると、倒壊するなど危険な状態
　②衛生上有害となるおそれのある状態
　③適切な管理が行われず景観を損なう状態
などの空き家を「特定空家等」と定めています。住まいの劣化が進み、周り
に迷惑をかけるようになると、特定空家等に指定され、適切な対応をとる
よう、市町村から指導や勧告、命令を受けることがあります。 
また、放置すれば特定空家等となるおそれのある空き家（「管理不全空家
等」）に対しても、特定空家等にならないように、市町村から指導や勧告を
受けることがあります。





市町村
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和歌山県内の世帯数は減りつ
づけ、2045年には2025年より
6万世帯減少します。住宅の総
数が減少しないとすると、6万
戸の空き家が発生します。

和歌山県内の65歳以上の者のみで暮らす持ち家数は約9.8万戸となっていま
す。
団塊の世代が相続期を向かえる時期には、これらの住宅が中古住宅市場に出
てくる可能性があります。  

将来の世帯数

高齢者のみが居住する持ち家数 

売り物件新規登録件数と成約数
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【和歌山県の一般世帯数の推移】
単位：1,000世帯

国立社会保障・人口問題研究所 
『日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）』（2024年４月推計）

総務省『2023年住宅・土地統計調査』

項    目 戸  数
県内の住宅総数 49.5万戸
うち持ち家数 28.5万戸
うち65歳以上の者のみの世帯 9.8万戸

うち空き家数 10.5万戸
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建物の性能

建物の規制等

●耐震性能
　1981年以前に建てられた住まいは、必要な耐震性能がなく、活用に当
たって支障となることがあります。建築士による「耐震診断」により、耐
震性の有無を調べることができます。県内のすべての市町村で無料又
は低廉な費用で診断できます。市町村の担当窓口に相談しましょう。
（相談先：６２～６４ページ「空き家に関する市町村及び県の専門窓口」参照） 

●劣化状況
　屋根、外壁、主要構造部などの劣化が進んでいる場合にも、活用に当たっ
て支障となることがあります。既存住宅状況調査技術者等による「建物
調査」（インスペクション※）により、劣化状況を調べることができます。

 （相談先：61～62ページ「第23条 専門家に頼ろう。」参照）

　※インスペクション：既存住宅状況調査技術者や建築士が、第三者的な
　　　　　　　　　立場から、また専門家の見地から、住宅の劣化状況、
　　　　　　　　　欠陥の有無、改修すべき箇所やその時期、おおよそ
　　　　　　　　 の費用などを見きわめ、アドバイスを行う専門業務を
　　　　　　　　　指します。 

建物が立地する場所によって法や条例の規制により、活用できる用途が定
められています。県や市町村の建築担当窓口に問合せてみましょう。
●市街化調整区域
　都市計画法に基づき、市街化を抑制する「市街化調整区域」として定めら
れた土地では、建物の利用者や利用方法が制限されているため注意が
必要です。

　ただし、市街化調整区域であっても、制限が緩和される場合もあります。
●接道
　敷地が道路に一定以上接していないと、再び建築することができない場
合もあります。
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土地の規制等
●ハザードマップ
　洪水、土砂災害、津波、高潮、ため池の
決壊など、自然災害のリスクを把握し
ておくことで、土地や建物の今後の
利活用に際して、備えをしておくこと
ができます。その土地の危険性につ
いてはハザードマップが公開されて
います。

　ハザードマップは、県ホームページ
「防災わかやま」やアプリ「和歌山県
防災ナビ」又は市町村の防災担当の
窓口で確認しましょう。  

●農地や山林の制限
　建物の敷地以外に農地や山林を所有している場合、それらにも様々な
制限があります。農地は、農地法の制限により売買や地目の変更等がで
きないこともありますので、市町村の農林担当部局に問合せましょう。   
山林は、森林法の制限により、保安林の指定をされていると、活用でき
ないこともありますので、県の農林水産振興部に問合せてみましょう。  

防災わかやま

  

アプリの
ダウンロード



市町村





























兵庫県内の所有者不明の空き家で、出入口に施錠がされておらず、不審者等
が出入りをしている等の噂から地域住民の不安要素となり、防犯上の課題と
なった。
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●外部の管理
 

部 位 管理内容 頻 度

庭 ポイ捨てされたゴミの片付け、水溜まりなど
の消毒 ６回/年 

樹木・雑草 剪定や草刈り ３回/春 秋
郵便受け 配達物の片付け １回/月

建物の外観 外壁、窓、屋根、基礎等の腐食、劣化又は破損等の確認 ６回/年 

雨樋 落ち葉などによる詰まりや破損等の確認 ６回/年

 

●内部の管理
管理項目 管理内容 頻 度

全窓、押入れ収納等を全開放、換気扇の作動
等をして 60分程度の換気 １回/月 

給排水 

通風・換気

各蛇口通水（３分程度）して、錆防止、排水
トラップへの中水、水漏れ確認 ※冬期は、
凍結防止等の措置

１回/月 

雨漏り 各部屋、廊下など、天井、壁に雨漏りによる
シミの確認 １回/月 

害獣等の 
侵入 

小屋裏、床下など害獣の住処になっていない
か確認 １回/月 

清掃 室内の簡易な掃き掃除 １回/月
参考文献 公益社団法人兵庫県建築士会「空き家相談・診断・助言マニュアル」 

家の外部と内部のそれぞれで必要な管理の内容があります。外観点検や換気
は月１回以上、草刈りは年３回程度行うなど、適切に管理しましょう。大雨や台
風、地震の後にも必ず点検しましょう。

●自分で管理する 
　必要な道具：手足を守る軍手・靴、掃除機・ぞうきん等の屋内清掃道具、鎌・熊
手・のこぎり・高枝ばさみ等の庭の清掃道具、ゴミ袋、床下や天井裏を点検
する脚立と懐中電灯など

●管理を依頼する
　遠方に住んでいるなど、自身で空き家の管理が困難なときは、空き家管理
サービス事業者に管理を依頼することもできます。

　（空き家なんでも相談会では空き家管理サービス事業者の紹介も行ってい
ます。 61～62ページ「第23条 専門家に頼ろう。」参照）

管理の内容 

管理の方法 





また、借り主を探すには、県及び市町村で運営する空き家バンクに登録するこ
とで、全国の移住希望者らにインターネットなどで情報を発言することもでき
ます。　　　　　　　（64ページ「空き家バンクの登録に関する窓口」参照）



市町村



県内への移住を促進するため、空き家改修工事に必要な経費の一部を補
助する制度を設けています。
補助額は1/2（最大100万円/1物件1回限り）です。
◆ 「わかやま住まいポータルサイト※1」 に登録された 「補助対象地域
※2」 に所在する物件が対象

県内への移住を促進するため、家財等の撤去に必要な経費を補助する制
度を設けています。
補助額は、10/10（最大8万円/1物件1回限り）です。
◆ 「わかやま住まいポータルサイト※1」 に登録された 「補助対象地域
※2」 に所在する物件が対象

   
空き家の不具合等の調査に必要な経費を補助する制度を設けています。
補助額は1/２（最大５万円）です。
◆「わかやま住まいポータルサイト※1」に登録された物件が対象

※1　わかやま住まいポータルサイト
　　  https://www.wakayamagurashi.jp/house/

海南市（大崎、塩津地域）　紀美野町
紀の川市（旧粉河町・旧那賀町・旧桃山町）
かつらぎ町　九度山町　高野町
湯浅町　広川町　有田川町
美浜町　由良町　印南町　
みなべ町（上南部・清川・高城地域）　日高川町

田辺市　白浜町（日置川地域）　すさみ町

新宮市　那智勝浦町　古座川町　北山村　串本町

※2　補助対象地域 （参考 ： R8.2.1現在）

空き家改修補助金　最大100万円 

空き家のお片付け補助金　最大８万円

既存住宅状況調査補助金　最大5万円

お問合せは、県庁地域振興課 073-441-2930



耐震診断補助

耐震補強設計補助

耐震改修工事補助

・木　造 ： 無　料　
・非木造 ： 診断費の2／3（最大８万９千円） 

・補助額：設計費の2／3
                （最大13万2千円）

・補助額：工事費の2／3
           　(最大67万3百円)
　　　　　　＋
　　　  工事費用の11.5％
           　(最大48万9千3百円)
　　　  =最大１１５万9千6百円

平成12年以前に建てられた耐震性の不足する住宅の耐震化を補助します。

お問合せは市町村の窓口へ
（６２～６４ページ「空き家に関する  
市町村及び県の専門窓口」参照） 

住宅耐震改修補助制度　最大131万6千円

設計と工事をセットにすれば
　　　　　さらに補助金が増額！
合計最大
 １31万６千円を補助

設計と工事をセットにすれば
　　　　　さらに補助金が増額！
合計最大
 １31万６千円を補助

内 容
空き家を地域サロンとして地域活性化や地域コ
ミュ二ティ活動の拠点として活用する場合のリ
フォーム費用を補助

和歌山県外からの移住者が空家バンクに登録して
いる市内の空き家を購入し、その家に定住する場
合の改修費用を一部補助

まちなかにある空き家を改修して、住宅確保要配
慮者専用賃貸住宅として登録の上、学生専用シェ
アハウスに整備し、10年以上継続的に管理運営し
ようとする場合、改修に要する経費の一部を補助

空家再生インフルエンサーとして5年間活動するこ
と等を要件とし、地域コミュニティ維持・再生に資す
る施設として10年以上空家を活用する場合に改修
費用の一部を助成

補助率地 域

和歌山市

2/3

2/3

300万円

2/3 50万円

2/3 200万円

最大補助額
(参考：R8.4.1制度)

市町村の空き家活用を支援する制度

空き家を利活用する場合、リフォーム工事に係る費
用の一部を補助海 南 市 2/3 50～120万円

※条件ごとに異なる

※条件ごとに異なる

300万円
(整備する入居者専   
用個室1室当たりの
限度額は150万円)

移住者が空き家バンクに登録されている空き家を
改修しようとする場合、その改修費用を補助有 田 市 2/3 80～100万円

橋本市でのお試し暮らしや移住にあたり、空き家
バンクに登録されている物件を賃貸もしくは購入
する場合に補助金を交付

橋 本 市

1/2 賃貸16万円
購入20万円

移住推進地域以外のエリアで県外からの移住者を
受け入れる際の空き家の改修費用を補助田 辺 市 2/3 80万円

和歌山県空き家改修補助金を活用した空き家の改
修に上乗せ補助新 宮 市 1/2 50万円



空き家の除却を支援している市町村もありますので市町村にご確認ください。
（相談先：６２～６４ページ「空き家に関する市町村及び県の専門窓口」参照） 

30～50万円
※条件ごとに異なる

若年世帯が住宅を新築、又は中古住宅を取得した
場合、奨励金を交付
空き家バンクを通じて取得した空き家を改修する
場合、補助金を交付
※インスペクション必須

空き家バンクを通じて取得した空き家を改修する
場合、補助金を交付
※インスペクション必須

町に登録した空き家の所有者が移住者との売買・
賃貸契約を締結するにあたって、空き家の相続登
記・片付けを行う費用を補助

空き家を町が所有者から借り上げ、改修を行った
後、移住者用住宅として貸し出しを行う。契約満了
後は当物件を所有者に返還する。

定住を目的としての住宅の新築・住宅の購入または
増改築等にかかる費用の一部を補助

空き家バンクに登録された物件を賃貸または購入
し、改修する場合、改修の要する経費の一部を補助

紀の川市

かつらぎ町

定額

20～50万円
※条件ごとに異なる

定額

5～110万円
※条件ごとに異なる

定額

定額

2/3 60万円

2/3 80万円

2/3 60万円

ー 改修費用

空き家バンクを通じて取得した空き家を利活用す
るために必要となる片付け（家財整理・撤去・処分
活動）

10/10

10/10

8万円

1/2 80万円

1/2 100万円

自ら居住するための住宅を新築、または中古住宅
を取得する場合、その費用を補助

高 野 町

空き家バンクに登録されている物件を購入し、定住
する場合に、条件に応じて定額を補助

空き家バンク登録物件の改修に対する補助（県内
の移住者）

町に登録のある空き家を移住者が購入・賃貸する際
の空き家改修費用を補助

九度山町

紀美野町

(相続登記)
1/2
(片付け)
定額

(相続登記)
　　　 5万円
(片付け)10万円

(新築)200万円
(中古購入)
　     80万円

風呂・台所・便所等水回り改修または新設費用、下
水道への接続費用を補助 1/2

1/2

100万円

住宅を新築、又は中古住宅を取得した場合、奨励金
を交付（年齢制限等条件あり）

湯 浅 町

(新築)100万円
(中古購入)
　     40万円

(築20年未満)50万円
(築20年以上)
　    　 100万円

町外からの移住者に向けた空き家の改修を補助 2/3 100万円

空き家の改修費用を補助広 川 町 2/3

（景観重要地域内）空き家等の活用等に係る費用を
補助有田川町

みなべ町

1/2 50万円

空き家の改修に対する補助すさみ町

北 山 村

2/3 50万円

空き家バンク登録物件の家財撤去に対する補助
日高川町

8万円

町外から移住された方が、空家を購入または譲受
して利活用する場合、リフォーム工事に係る費用の
一部を補助

那智勝浦町 2/3 100万円

住宅取得補助（中古住宅含む）

空き家改修補助金

10% 200万円

50% 100万円









インスペクションを受けると、住まいの劣化状況が明らかになり、安心して購
入してもらえます。

① 不動産事業者へ依頼
　不動産事業者と媒介契約により仲介を依頼するのが一般的です。また、事業者が
買い取り、リフォーム後に販売する買取再販も多くなっています。事業者によって
価格が異なることも多いので、複数の不動産事業者に査定してもらいましょう。

 （相談先：61～62ページ「第23条 専門家に頼ろう。」参照）
② 空き家バンクへ登録　　
　市町村が運営する空き家バンクに登録し、買い手を見つける方法もあります。 

（64ページ「空き家バンクの登録に関する窓口」参照）

   





市町村
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空き家をどうしたらよいか分からない方は、まず、お近くの専門家や行政へ
相談してみましょう。
住まいに関しては内容によってそれぞれ専門家がいます。和歌山県では専門
家と行政が協力して相談対応を行っていますのでお気軽にご連絡下さい。

第23条 専門家に頼ろう。  

相談項目ごとの専門家 

専門家 関連団体（管轄区域） 電話番号

不動産事業者 （公社）和歌山県宅地建物取引業協会 073-471-6000 

 

● 賃貸・売却・空き家の管理に関すること 

専門家 関連団体 電話番号
司法書士 和歌山県司法書士会 073-422-0568
土地家屋調査士 和歌山県土地家屋調査士会 073-421-1311

● 登記に関すること 

 ● 賃貸住宅等の空室対策・空き家の管理に関すること
専門家 関連団体 電話番号

不動産事業者 （公財）日本賃貸住宅管理協会
和歌山県支部 0120-887-956

 

専門家 関連団体 電話番号
行政書士 和歌山県行政書士会 073-432-9775 

● 行政への手続きに関すること

● 不動産価値に関すること
専門家 関連団体 電話番号

不動産鑑定士 （一社）和歌山県不動産鑑定士協会 073-402-2435

● 相続・遺言・成年後見制度・家庭裁判所への手続に関すること 
専門家 関連団体 電話番号

弁護士 和歌山弁護士会 073-422-4580
司法書士 和歌山県司法書士会 073-422-0568
行政書士※ 和歌山県行政書士会 073-432-9775
※家庭裁判所への手続に関することを除く。 
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専門家 関連団体 電話番号

空き家相談
センターわかやま（一社）ミチル空間プロジェクト 073-427-6070

わかやま空き家相
談窓口

（公社）和歌山県宅地建物取引業
  協会

073-498-8484 

● 空き家の総合相談

● 耐震性能・インスペクション・改修に関すること 
専門家 関連団体 電話番号

建築士 （一社）和歌山県建築士会 073-423-2562

● 県庁の空き家総合相談窓口
課 電話番号

建築住宅課 073-441-3184

● 市町村及び振興局の窓口
市町村及び県
代表番号 空き家担当部署 担当部署の電話番号

和歌山市
　073-432-0001 耐震・空家対策課

都市整備課

（空き家除却）住民課

都市計画課

住宅政策課

建設部  総務調整課

073-435-1091

海南市
　073-482-4111 073-483-8480

紀美野町
　073-489-2430

073-489-5903
（空き家活用） まちづくり課 073-495-3462

岩出市
　0736-62-2141 0736-61-6938

紀の川市
　0736-77-2511

0736-79-3931

県那賀振興局 0736-61-0030

建築住宅課橋本市
　0736-33-1111 0736-33-1115

建設課九度山町
　0736-54-2019 0736-54-2019

まちづくり推進課かつらぎ町
　0736-22-0300 0736-22-0300

※耐震改修の補助制度については、各市町村へお問い合わせください。

空き家に関する市町村及び県の専門窓口

地
域

海

　草

那

　賀

伊

　都
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市町村及び県
代表番号 空き家担当部署 担当部署の電話番号

有田市
　0737-83-1111 都市整備課

建設課

産業建設課

企画政策課

建設部  総務調整課

建築住宅課

0737-22-3619

有田川町
　0737-52-2111 0737-22-3281

湯浅町
　0737-63-2525 0737-64-1124

広川町
　0737-63-1122 0737-23-7731

県有田振興局 0737-64-1299

0738-23-5521

防災まちづくりみらい課美浜町
　0738-22-4123

御坊市
　0738-22-4111

0738-23-4902

地域整備課由良町
　0738-65-0200 0738-65-1203

企画まちづくり課日高町
　0738-63-2051 0738-63-3806

企画産業課印南町
　0738-42-0120 0738-42-1737

総務課

県日高振興局

みなべ町
　0739-72-2015
日高川町
　0738-22-1700 0738-22-1700

建設部  総務調整課 0738-24-2908

建築課田辺市
　0739-22-5300 0739-26-9935

建設課白浜町
　0739-43-5555 0739-43-6589

建設課上富田町
　0739-47-0550 0739-34-2374

総務課すさみ町
　0739-55-2004

0739-55-2004

管理課新宮市
　0735-23-3333 0735-23-3354

建設課那智勝浦町
　0735-52-0555 0735-52-0560

建設部  建築課県西牟婁振興局 0739-26-7922

総務課 0739-72-2051

地
域

有

　田

西

　牟

　婁

東
牟
婁

日

　高

（空き家除去）建設課
（空き家活用）観光振興課

高野町
　0736-56-3000

0736-56-2934
0736-56-2780

建設部  総務調整課県伊都振興局 0736-33-4922

伊
都



総務課太地町
　0735-59-2335 0735-59-2335

建設課古座川町
　0735-72-0180 0735-67-7902
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空き家バンクの登録に関する窓口 

固定資産税に関する窓口 
※各市町村の「固定資産税担当部署」にお問い合わせ下さい
　　電話の際は(代表番号)へおかけ下さい

市町村及び県
代表番号 空き家担当部署 担当部署の電話番号

北山村
　0735-49-2331 企画振興課

建設課

新宮建設部総務調整課

串本建設部総務用地課

0735-49-2331

串本町
　0735-62-0555 0735-67-7262

県東牟婁振興局 0735-21-9624

県東牟婁振興局 0735-62-0757

地
域

東

　牟

　婁

課 電話番号
わかやま移住定住支援センター（県庁地域振興課） 073-422-6150

県内の法務局 

「不動産登記手続き」、又は「登記事項証明書」、「登記事項要約書」
及び図面類の入手先  
庁　　名 管轄地域

本　　　局
073-422-5131

和歌山市　海南市　海草郡
有田市　有田郡　岩出市
紀の川市

和歌山市二番丁3　和歌山地方合同庁舎

橋 本 支 局 0736-32-0206 橋本市　伊都郡橋本市東家5丁目2番2号

田 辺 支 局 0739-22ｰ0698
田辺市　西牟婁郡
日高郡みなべ町

田辺市文里1丁目11番9号

御 坊 支 局 　 0738-22-0335 御坊市　日高郡御坊市薗369番地6

新 宮 支 局 0735-22-2757 新宮市　東牟婁郡新宮市緑ヶ丘3丁目2番64号

所在地・電話番号

相談項目ごとの行政機関
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空き家や空き地を譲渡した場合の税制優遇の問合せ先  
税務署名 管轄地域

和歌山 073-424-2131 和歌山市

県内の税務署 

和歌山市二番丁3　和歌山地方合同庁舎

海　南 073-482-0900 海南市　海草郡海南市名高255の4

粉　河 0736-73-3301
橋本市　紀の川市
岩出市　伊都郡

紀の川市粉河807

御　坊 0738-22-0695 御坊市　日高郡御坊市薗430番地の3

新　宮 0735-22-5261 新宮市　東牟婁郡新宮市伊佐田町2丁目1番地20

田　辺 0739-22-1250 田辺市　西牟婁郡田辺市上屋敷2丁目10番46号

湯　浅 0737-63-5351 有田市　有田郡有田郡湯浅町湯浅2430-76

所在地・電話番号

公正証書遺言の作成、任意後見契約の作成  

県内の公証人役場 

073-422-3376
和歌山市八番丁11番地 　日本生命和歌山八番丁ビル3階

0736-32-9745
橋本市市脇一丁目3番18号　 橋本商工会館3階

0739-22-1873
田辺市下屋敷町37番地　 西原ビル2階

0738-22-7320
御坊市湯川町小松原549番地の1　 アスリービル1階

0735-21-2344
新宮市緑ケ丘二丁目1番31号 　カマツカビル3階

所在地・電話番号

和歌山公証人合同役場

庁　　名

橋本公証役場

田辺公証役場

御坊公証役場

新宮公証役場
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空き家に関する情報サイト

〇和歌山の空き家なんでも相談サイト　
　TAKUSERU(タクセル)

巻末資料

https://takuseru.com/
※相談会の申込みや、インターネット相談が可能です。

〇県内の相談会スケジュール　和歌山県建築住宅課HP

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080800
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/d00155960.html
※最新のスケジュールを公表しています。

〇わかやま空き家バンク(わかやまLIFE)

https://www.wakayamagurashi.jp/category/house
※移住者向けの賃貸・売却物件が紹介されています。

〇セーフティネット住宅制度

https://www.how.or.jp/koufu/snj.html 
※住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業について
　紹介しています。

〇住宅に関する補助金制度　和歌山県建築住宅課HP

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080800/index
※県内の各自治体で行われている補助制度の有無を
　公表しています。

〇空き家相談センターわかやま

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080800/akiya_center.html
※空き家に関するあらゆる相談を一元的に受け付ける
　ワンストップの窓口です。
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相続順位説明図

参考：群馬県伊勢崎市空き家対策ハンドブック



参考：福島県白河市「空き家のあれこれ」
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